
広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません
広告の掲載希望は、株式会社ジチタイアド（☎ 092･716･1401、℻ 092･716･1467）へ

女性のための相談
【総合・性暴力相談】■内容 DV、夫婦問題、

性被害、労働、職場での悩みなどに電話、面接で
女性相談員が対応　■月～水・金・土曜 10 時～
18 時。木曜 17 時～ 20 時。日曜 10 時～ 17 時

【無料弁護士相談】■内容夫婦問題などの悩みに
面接で女性弁護士が対応　■3月10日㈭、24 日
㈭、各 14 時～ 15 時 30 分。3 月 17 日㈭ 17 時
30 分～ 19 時
　いずれも会場はえーるピア久留米。面接相談は
申込先に電話で連絡。託児・手話通訳の申込締切
は相談日の 5 日前。
○申男女平等推進センター

（☎ 30･7802、℻ 30･7811）

消費生活無料法律相談
■内容多重債務・悪質商法などの悩みに弁

護士が対応　■3 月 2 日㈬、16 日㈬。各 13 時～

15 時 30 分　■えーるピア久留米　■対象市内に
住んでいる人　■申込方法申込先に連絡
○申 消費生活センター

（☎ 30･7700、℻ 30･7715）

司法書士の相続登記手続き無料相談
■2 月 28 日㈪までの 10 時～ 16 時　■司法

書士総合相談センターが紹介する最寄りの司法書
士事務所　■申込方法申込先に連絡
○申同センター

（☎ 0570･783･544、℻ 092･714･4234）

身体障害のある人のための
無料相談

■内容身体障害者手帳の取得方法など　■2 月 9 日
㈬、16 日㈬、3 月 2 日㈬。各 13 時～ 16 時　■市
総合福祉会館　■申し込み不要
問障害者福祉課（☎ 30･9035、℻ 30･9752）

パソコン基礎講座
■内容文書作成、写真挿入、住所録作成な

ど　■ 3 月 2 日から 30 日までの水曜 10 時～
12 時　■ えーるピア久留米　■ 対象 60 歳以上　
■料金 2,000 円　■定員 18 人・抽選　■申込締切 2
月 20 日㈰　■申込方法電話、ファクス、メール、
窓口、ホームページ
○申生涯学習センター（☎ 30･7900、℻ 30･7911、

□ elpia@piif.k-ikigaikenko.jp）

シルバーパソコン教室
■内容①初心者コース　②チラシ作り　③表

計算　④希望テーマの個別指導　■ 3 月 2 日から
30 日までの水曜①② 10 時～ 12 時、 ③④ 13
時～ 15 時　■市シルバー人材センター　■対象パ
ソコンを持参できる 60 歳以上の人　■料金①～
③ 4,900 円、④ 1,900 円　■定員①～③各 4 人、
④各週 1 組・抽選　■申込締切 2 月 25 日㈮
○申同センター（☎ 35･5229、℻ 35･5974）

よかよか介護ボランティア
市民向け説明会

■内容制度の説明など　■3月①8日㈫、②23日㈬。

各 10 時 30 分～ 11 時 30 分　■①えーるピア久
留米　②久留米アリーナ　■対象市内に住んでい
る要支援・要介護認定を受けていない 65 歳以上
の人　■料金無料　■定員 10 人・先着順　■申込開
始 2 月 8 日㈫ 10 時
○申市介護福祉サービス事業者協議会

（☎ 35･1525、℻ 46･5841）

障害者ふれあいスポーツ
ウォーキング大会

■内容旧兜
かぶとやま

山キャンプ場から片道約 1.5㎞を歩く　
■ 3 月 27 日㈰ 11 時～ 13 時　■久留米森林つつ
じ公園　■対象障害のある人と家族　■料金無料　
■定員 40人・先着順　■申込期間 2 月 8 日㈫ 9 時～
28 日㈪
○申市身体障害者福祉協会

（☎ 39･2666、℻ 38･9290）

認知症介護電話相談
■内容日常生活での対応、在宅介護の悩みな

どに介護経験者が対応　■2 月 8 日から 3 月 1 日
までの火曜。各 10 時～ 16 時
問長寿支援課（☎ 30･9207、℻ 36･6845）

情報ほっとライン

パブリックコメント ◆ 市の計画に意見を
❖第 4 次市食育推進プラン案

　　　　食育基本法に基づき、食育に関する施策
を総合的、計画的に推進するための計画案。
○申農業の魅力促進課（〒 830・8520 住所記入不要、

☎ 30･9165、℻ 30･9717）

❖令和４年度市食品衛生監視指導計画案
　　　　市内で生産、製造、販売されている食品
の安全を確保するための監視指導計画。
○申衛生対策課（〒 830・0022 城南町 15 の 5、

☎ 30･9726、℻ 30･9833）

　パブリックコメントとは、久留米市の基本的
な政策や条例、計画などを作る過程で、趣旨
や内容を広く市民の皆さんに公表し、意見を求
め、それらを考慮して案の作成を進めていく制度
です。
　今回、次の案件について意見を募集します。
募集期間は 2 月1日㈫ ～3 月 2日㈬（必着）。提
出方法は住所、氏名（団体は団体名と代表者名）、
年齢、連絡先、意見を書いて持参、郵送、ファ
クス、電子申請で提出してください。各案は募集
期間中に問い合わせ先、本庁舎地下 1 階行政資
料コーナー、各総合支所地域振興課、各市民セン
ター、えーるピア久留米、中央図書館、市ホーム
ページなどで見ることができます。

　提出書類などは返却しません。個人情報は、市
個人情報保護条例に基づき適正に管理します。な
お、意見を出した人への個別の回答はしません。12月号の答え → ティーハウス

広報クイズ 正解者の中から抽選で5人に図書カードを差し上げます。

【申込締切】2月21日㈪（必着）
【申込方法】答え、住所、氏名、
年齢、電話番号、紙面への要
望や意見をはがき、メール、
電子申請で連絡。複数の応
募は不可。なお、当選者の
発表は発送をもって代えさ
せていただきます
○申広報戦略課

（〒 830･8520 住所記入不要、
□ kouhou@city.kurume.

fukuoka.jp）10 ページに関連の記事があります

　住民が協力してまちづくりに取
り組んでいる自治会・町内会は、
市内におよそいくつあるでしょ
う。○に数字を入れてください。

○○○

23 2022.2　広報 久留米 2022.2　広報 久留米 22




